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訪問看護ステーション I 介護保険 料金表 

                                            （令和 8 年 1 月現在） 

●訪問看護費（介護保険給付１割負担分） 

①２０分未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１4 単位 

②３０分未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７1 単位 

③３０分以上１時間未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８２3 単位 

④１時間以上１時間３０分未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１２8 単位 

⑤１回２０分（理学療法士等）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９4 単位 

※⑤１日に２回を超えて実施する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９０/１００ 

☆①～④准看護師の訪問の場合は９０/１００ 

 

●予防訪問看護費（介護保険給付１割負担分） 

①２０分未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０3 単位 

②３０分未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５1 単位 

③３０分以上１時間未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７９4 単位 

④１時間以上１時間３０分未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０90 単位 

⑤１回２０分（理学療法士等）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８4 単位 

※⑤１日に２回を超えて実施する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5０/１００ 

☆①～④准看護師の訪問の場合は９０/１００ 

※１単位は、高崎市の場合６級地で１０．４２円。その他、地域差あり。 

●加算群 

☆初回加算 I（新規利用者）（月１回）退院当日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350 単位 

  初回加算Ⅱ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300 単位 

又は退院時共同指導加算（１回、特別管理２回）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６００単位 

☆早朝・夜間加算（早朝６時～８時）(夜間午後１８時～２２時）・・・・・・・単位数の２５％ 

 深夜加算（午後２２時～午前６時まで）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・単位数の５０％ 

 

☆緊急時訪問看護加算（１月につき）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600 単位 

＊緊急時訪問は所要時間に応じた単位数を算定（特別管理加算の対象者は２回目以降の早

朝・夜間・深夜加算の算定を致します） 
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☆特別管理加算（Ⅰ）（１月につき） 

・在宅悪性腫瘍患者指導管理 

・在宅気管切開患者指導管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５００単

位 

・気管カニューレを使用している状態 

・留置カテーテルを使用している状態 

☆特別管理加算（Ⅱ）（１月につき） 

・その他 特別な管理を必要とする利用者に対し計画的な管理を行った場合・・・・・・・・・２５０単

位 

 

☆複数名訪問看護加算（同時に複数の看護師等が訪問看護を行った場合） 

３０分未満 ２５４単位/回   ３０分以上 ４０２単位/回 

 

☆長時間訪問看護加算（１回）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３００単

位 

 

☆看護・介護職員連携強化加算（特定業務）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５０単

位 

 

ターミナルケア加算 （１月につき）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２,5００単位 

死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上のターミナルケアで、２４時間以内に在宅以外での

死亡を含み、医療保険の訪問看護との通算可 

＊介護予防訪問看護費については算定しない 

＊区分支給限度基準額の枠外加算 

 

☆サービス提供強化体制強化加算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１回につき６単

位 

 ＊区分支給限度基準額の枠外加算 

 

 

・その他の利用料・保険外（ご利用者の訪問看護提供に関する差額） 

          訪問提供時間帯 単位 金額 

営業時間内１時間３０分を超える

訪問（長時間訪問看護加算の対象外の

時） 

８：３０～１７：３

０ 

３０分毎 4,000 円税

別 
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自己負担限度額以上の訪問看護を利用の場合 超過分 全額負担 

年末年始・土日祝日の訪問利用料別途請求（１訪問につき） ------------ 1,000 円内

税 

 

 

 

 

 

訪問看護に要した交通費は次の額とする（訪問エリア外の場合）（外税・税別） 

 

交通費 

事業所を基点として、片道の利用料（すべて税別） 

１０ｋｍ未満…３００円 

１０ｋｍ～２０ｋｍ未満４００円：２０ｋｍ以上５００～円 

公共交通機関利用の場合は、実費 

 

 

死後の処置料        2０，０００円（税別） 

 

 

ご連絡をいただく時間 キャンセル料 

前日までにご連絡をいただいた場合 不要です。 

当日、訪問までのご連絡の場合 １，０００円を請求いたします。 

訪問までにご連絡のない場合 
１提供あたりの料金の１００％を請求いたします。 

※ただし、ご利用者の急な入院等の場合にはキャンセル料金は請求いたしません。 

 

 

以上について同意します。 

 

令和   年   月   日 

 

 氏名                            印   

 


